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委員限り
資 料 Ｃ

平成２４年分収支報告に係る政治資金監査報告書について
(総務大臣分及び都道府県選挙管理委員会分)

Ⅰ.政治資金監査報告書の記載内容等に関する調査結果（全体概要）

【総務大臣分】
区 分 団体数 割 合

８２２
調 査 団 体 数

（前回 829）
(1) 政治資金監査の対象となった事項につい ７９３ ９６．５％

てすべて確認できたもの （前回 796） （前回 96.0%）
１１ １．３％

(2) 会計帳簿に記載不備があったもの
（前回 7） （前回 0.8%）

(3) 会計帳簿と突合を行う書面が存在しない １５ １．８％
支出があったもの （前回 23） （前回 2.8%）

３ ０．４％
(4) (2)及び(3)が複合したもの

（前回 3） （前回 0.4%）

（Ｑ３関係）【都道府県選管分】
区 分 団体数 割 合

２，６１７
調 査 団 体 数

（前回 2,127）
(1) 政治資金監査の対象となった事項につい ２，５２７ ９６．５％

てすべて確認できたもの （前回 2,045） （前回 96.1%）
２３ ０．９％

(2) 会計帳簿に記載不備があったもの
（前回 19） （前回 0.9%）

(3) 会計帳簿と突合を行う書面が存在しない ６５ ２．５％
支出があったもの （前回 62） （前回 2.9%）

２ ０．１％
(4) (2)及び(3)が複合したもの

（前回 1） （前回 0.1%）

【参考：総務大臣分＋都道府県選管分】
区 分 団体数 割 合

３，４３９
調 査 団 体 数

（前回 2,956）
(1) 政治資金監査の対象となった事項につい ３，３２０ ９６．５％

てすべて確認できたもの （前回 2,841） （前回 96.1%）
３４ １．０％

(2) 会計帳簿に記載不備があったもの
（前回 26） （前回 0.9%）

(3) 会計帳簿と突合を行う書面が存在しない ８０ ２．３％
支出があったもの （前回 85） （前回 2.9%）

５ ０．２％
(4) (2)及び(3)が複合したもの

（前回 4） （前回 0.1%）
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（総務大臣分）Ⅱ.政治資金監査報告書の記載内容等に関する調査結果内訳

１．全体概要

区 分 団体数 < >H㉓参考

平成２４年分の収支報告書に併せて政治資金監査報告書
８２２ ８２９

の提出があった国会議員関係政治団体

記載例(1)の内容で提出されたもの ７５１ ７７２

（うち収支報告書に支出が計上されていないもの） （ ３４） （ ２６）

記載例(4)の内容で提出されたもの ４２ ２４

記載例(2)の内容で提出されたもの １１ ７

記載例(3)の内容で提出されたもの １５ ２３

記載例(2)及び(3)の内容の複合形で提出されたもの ３ ３

（参考）前回の政治資金監査報告書において指摘事項のあった団体の状況

平成23年分 団体数 平成24年分 団体数
記載例(1) １
記載例(4) ０

記載例 (2) ６ → 記載例(2) ５
記載例(3) ０

記載例(2)&(3) ０
〔１〕

平成23年分 団体数 平成24年分 団体数
記載例(1) １０
記載例(4) ０

記載例 (3) １９ → 記載例(2) ０
記載例(3) ８

記載例(2)&(3) １
、〔 〕(２) ２

平成23年分 団体数 平成24年分 団体数
記載例(1) ０
記載例(4) ０

記載例(2)&(3) ３ → 記載例(2) １
記載例(3) ０

記載例(2)&(3) ２
※（ ）書きの数値は解散団体数

〔 〕書きの数値は年の途中で国会議員関係政治団体でなくなった団体数
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２．個別事項別件数

（１）会計帳簿に記載不備があったもの

指 摘 事 項 件 数 < >H㉓参考

① 支出を受けた者の氏名 １ ４

② 支出を受けた者の住所 １１ ９

③ 支出の目的 ２ ２

④ 支出の金額 ０ ０

⑤ 支出の年月日 １ １

計 １５ １６

※ 複数の指摘事項がある団体があるため、上記の指摘件数の計と指摘団体数とは一致しない。

（２）会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出があったもの

指 摘 事 項 件 数 < >H㉓参考

① 領収書等亡失等 １６ ２４

② 支出の状況を確認できる書類が存在しない人件費 ３ １

③ 当該団体に対して発行されたとは認められない名称
１ ０

が領収書等のあて名に記載

④ 会計責任者が収支報告書に記載されていないとして
０ １

いる支出（東日本大震災関係）

計 ２０ ２６

３．政治資金監査の実施場所

区 分 団体数 < >H㉓参考

① 主たる事務所で実施したもの ６３９ ６６５

② 主たる事務所以外の場所で実施したもの １８３ １６４

(22.3%) (19.8%)

４．東日本大震災による影響を受けた団体

区 分 団体数 < >H㉓参考

① 収支報告書及び政治資金監査報告書の提出はあった

が、領収書等が滅失したため、その写しの提出ができ ０ ２

なかったもの
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（総務大臣分）Ⅲ．提出書類全般に係る不備等の状況

１．収支報告書（支出部分）

・支出年月日、支出先、支出先所在地等の記載漏れ・記載誤り

２．収支報告書以外の提出書類

・領収書等の写しなど収支報告書と併せて提出する書類の添付漏れ

・領収書等の写しの編纂がずさんで、各支出との対応関係が分かりにくい

・支出の一覧表及び残高証明書等、提出する必要のない書面の提出

Ⅳ．政治資金監査報告書の記載不備等の状況（総務大臣分）

【注】下記２，３に掲げる「件数」は誤差があり得るほか、前回調査と今回調査とでは、調査母数に
差があること、分析の精度にも差異が生じている可能性が否めないことに留意が必要。

１．共通部分（形式審査時の指摘例等）

①あて名、氏名等

・国会議員関係政治団体の正式名称以外の名称を記載

・国会議員関係政治団体の代表者以外の氏名を記載

・自署かつ押印されていない

・研修修了年月日について、登録年月日を記載

②「１ 監査の概要（１）～（３ 」）

・解散団体に係る収支報告書提出の根拠規定の記載誤り

・旧記載例（平成×年×月×日から平成×年×月×日）を使用していることによる

監査対象期間の記載誤り

・政治資金監査の対象となる書類をすべて記載すべきなのに、一部書類の記載漏れ

又は記載誤りがある等（１）及び（３）の書類名の記載不備
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）２ １ 監査の概要 ４ 主たる事務所以外の場所で実施 １８３団体．「 （ ）」（ H㉓164団体

① マニュアルで例示している理由以外の理由が記載されていたもの

< >H㉓５０団体８５団体 参考

区 分 件数 < >H㉓参考

・解散（事務所閉鎖したため） ９件 ６件

・効率的な実施のため ３４件 １９件

・監査に時間を要するため ５件 ５件

・遠隔地であるため又は監査人の事務所が近いため ７件 ４件

・会計帳簿等の関係書類を他の事務所等に保管している １４件 ５件

ため

・書類が少ないため ５件 ３件

・理由の記載がないもの ６件 ２件

・監査人自身の怪我等のため １件 ３件

・その他 ４件 ３件

※ 複数の理由を記載している団体があるため、件数の合計と該当団体数は一致しない。

< >H㉓８２団体② 具体の場所及び住所が記載されていないもの ８９団体 参考

区 分 件数 < >H㉓参考

・ 監査人の事務所 「議員会館 「会計責任者の事務 ７５団体 ７８団体「 」、 」、

所」との記載又は他の政治団体名の記載にとどまり、住

所の記載がないもの

・住所のみ記載しているもの １４団体 ３団体

・場所も住所も記載していないもの ０団体 １団体

３ 「２ 監査の結果」．

< >H㉓（１）第１号監査事項（保存対象書類の確認） 参考

①保存されていた書類が列記されていないもの ７件 ９件

うち「会計帳簿等の関係書類」と記載されているもの ７件 ９件

②保存されていないはずの書類が明記されていたり、保存さ

れているべき書類が明記されていないもの

３４件 ４４件（支出がゼロにもかかわらず 「領収書等」などが列記されているも、

のや、支出があるにもかかわらず「領収書等」などの関係書類の記載

がないもの 等）

③「徴難明細書等」の用語の使い方が不正確なもの ４７件 ６６件

④その他記載例以外の記述

・ 少額領収書等の宛名についての助言」や「収入の事実 ３２件 １１件「

が無いこと」など記載例にそぐわない記載
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< >H㉓（２）第２号監査事項（会計帳簿の必要記載事項の確認） 参考

①記載例(2)の「○○」部分について特異な記述があるもの

・ 住所の全てに記載不備・・・が見られたものの」 １件 １件「

・ 通信費等の宛先の記載不備が一部に見られたものの」 １件 ０件「

・記載不備の内容が記載されていない １件 ０件

・徴難明細書等により確認した旨の記載 １件 ０件

②その他記載例以外の記述

・会計帳簿を「会計帳簿等の関係書類」と記載 １件 ０件

・ 記載されているか不明」と記載 １件 ０件「

・支出のない旨の記載 ２件 ０件

< >H㉓（３）第３号監査事項（収支報告書の必要記載事項の確認） 参考

①保存されていないはずの書類が明記されていたり、保存さ

れているべき書類が明記されていないもの 「徴難明細書 ８６件 ９５件、

等」などの用語の使い方が不正確なもの

②列記された書類が(1)に記載された保存書類と異なるもの ４１件 ４６件

③その他記載例以外の記述

・(3)の記載がないなど ３件 ０件

・ 領収書の支出の目的の記載不備が一部に見られた」旨「

の記載 １件 ０件

・ 表示されていたかについては不明」との記載 １件 ０件「

・ 収入・支出の事実がないため該当ない」との記載 １件 ０件「

・ 通帳」を確認書類に加えて記載しているもの ０件 ２件「

< >H㉓（４）第４号監査事項（徴難明細書等の必要記載事項の確認） 参考

①(4)の記載がないもの １５件 １２件

②(1)及び(3)の記載との関係で整合的でなかったり 「徴難、

明細書等」の用語の使い方が不正確なもの

５５件 １９件（徴難明細書等が会計帳簿に基づき記載されていたとしながら(1)や(3)

には徴難明細書の記載がないもの、支出がゼロにもかかわらず「徴難明

細書等」が会計帳簿に基づき記載されていたとするもの 等）

③その他記載例以外の記述

・書類名の誤り ３件 ６件

・ 記載されていたかについては不明」との記載 １件 ０件「

・ 徴難明細書等を作成するよう指導した」など ０件 １件「
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< >H㉓（５）＜別記＞（会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出） 参考

①領収書等亡失等一覧表関係

・収支報告書の項目名と不一致（水道光熱水費と記載） ０件 １件

・様式において「備考欄」とすべきところ「その事情」と ０件 １件

項目名を記載しているもの

< >H㉓（６）その他（ ５ 」など任意の追記）「（ ） 参考

①高額領収書のヒアリングによる宛先の確認状況及び助言内 １件 ２件

容を記載

②支出目的及び支出年月日が記載されていない領収書につい ２件 １件

ての指導内容を記載

③不備のある領収書を徴難明細書として処理 １件 ０件

④今後収支の明細が判明し次第、本件報告書の訂正内容につ

いて監査を受けることを確認した旨の記載 １件 ０件

⑤従たる事務所で実施した理由を記載 ０件 １件

４ 「３ 業務制限」．

・使用人等が業務制限に該当しない旨を明記せずに 「○○○（国会議員関係政治、

団体名）と私達との間には」などと記載しているもの
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（ ）Ⅴ.政治資金監査報告書の記載内容等に関する調査結果内訳 都道府県選管分

［ ］ 、 。注 以下の質問項目によっては 感想にとどまっている回答が含まれることに留意

１．収支報告書及び当該報告書と併せて提出する書類について

Ｑ１ 収支報告書の 支出 に関する箇所について不備等を指摘する事項はありましたか？． 「 」

（単位：選管数） < >H㉓参考

●なかった ９ ６

●あった ３８ ４１

支出の金額が間違っていた ２９ ２６

支出項目が間違っていた ２５ ２０

支出の小計が間違っていた ２６ １９

収支報告書がまったく任意の様式により作成された －－

「経常経費（人件費を除く ）の内訳」又は「政治活動費。

の内訳」の添付漏れ １８ １１

その他 ２４ ２２

（主なもの）

・領収書等の記載内容（支出年月日、氏名、住所、支出の目的等）との不一致

・ 本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出の内訳」の添付漏れ「

・様式その13（支出の総括表）の小計漏れ、備考欄への金額の記載漏れ

・様式その14（経常経費（人件費を除く ）の記載誤り。）

・様式その15（政治活動費）の記載誤り

・様式その16（本部又は支部に対して供与した交付金）の添付漏れ・記載不備

・収支報告書内の表間突合の不一致

・報告対象期間外（前年・翌年）の支出を計上

・パソコン作成の収支報告書の文字の変換ミス及び文字切れ

・クレジットカード払いによる記載方法誤り

・支出総額が収入総額よりも多く、赤字になっているものがあった

●上記の「あった」を選択したもののうち、特に今回大きく変化したものなどについて

４団体から以下の回答があった。

・領収書の記載内容と収支報告書の記載内容の不一致

・小計の記載漏れが多い

・寄附、交付金の備考欄への記載漏れが多い

・支出金額の計算誤り

・様式その14、15の項目別区分の記載がない

・様式その16の添付漏れ・記載不備が例年どおり多い
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（単位：選管数）※「あった」とする団体について

１～３割 ４～６割 ７～10割 計不備等を指摘した団体の割合

平成２３年分に比し

減っている ２ ２ ０ ４

ほとんど変わらない １７ ７ ９ ３３

増えている ０ ０ １ １

小計 １９ ９ １０ ３８

不明 ０

Ｑ２．収支報告書と併せて提出する書類について不備等を指摘する事項はありましたか？

（単位：選管数） < >H㉓参考

●なかった ８ ７

●あった ３９ ４０

領収書等の写しの添付漏れがあった ３０ ３１

領収書等を徴し難かった支出の明細書の添付漏れがあっ

た ２４ ２５

振込明細書に係る支出目的書の添付漏れがあった ２５ ２３

政治資金監査報告書の提出義務を知らなかった １３ ３

領収書等の編さんがずさんで、各支出との対応関係が分

かりにくいものがあった ２０ ２３

その他 １０ １５

（主なもの）

・研修未修了の登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書の提出

・領収書の必要記載事項（支出の目的、金額、年月日）漏れ

・領収書等を徴し難かった支出の明細書への会計責任者の押印漏れ

・監査報告書の記述が実態と合っていない

・収支報告書と領収書等の記載内容の不一致

・収支報告書に計上されていない領収書の写しの提出

・領収書等の写しが薄く判読できない

●上記の「あった」を選択したもののうち、特に今回大きく変化したものなどについて

３団体から回答があった。

（主なもの）

・研修未修了の登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書の提出

・振込明細書に係る支出目的書の添付漏れ
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２．政治資金監査報告書の記載内容について

Ｑ４．政治資金監査報告書の基本的な記載内容（あて名、年月日等）について不備等を指

摘する事項はありましたか？

（単位：選管数） < >H㉓参考

●なかった ２８ ３１

●あった １９ １６

国会議員関係政治団体の名称が当該団体が都道府県選挙

管理委員会に届け出た名称以外のものになっていた ９ ６

代表者の氏名が当該団体の代表者名以外のものになって

いた ４ ４

登録政治資金監査人の署名が自署かつ押印されていなか

った ５ ７

登録番号が記載されていなかった ０ ０

研修修了年月日が記載されていなかった １ ０

その他 １０ ７

（主なもの）

・監査報告書の年月日が収支報告書の宣誓書の年月日より後の日付で記載

・様式を簡略化するなど記載例と全く異なる監査報告書を提出

・支出がないにも関わらず、記載例（１）を用いて支出を確認した旨を記述

・監査報告書の年月日の記載漏れ

・監査対象期間の誤り

●上記の「あった」を選択したもののうち、特に今回大きく変化したものなどについて

２団体から回答があった。

（主なもの）

・研修修了年月日が記載されていなかった（研修未修了の登録政治資金監査人が作成

した政治資金監査報告書の提出に伴うもの）
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Ｑ５．政治資金監査報告書の「１．監査の概要」の中で、不備等を指摘する事項はありま

したか？

（単位：選管数） < >H㉓参考

●なかった ２６ ３３

●あった ２１ １４

定期分の収支報告書で「平成×年に係る法第１２条第１

項に規定する収支報告書」と記載されていなかった ４ ３

解散分の収支報告書で「平成×年に係る法第１７条第１

項に規定する収支報告書」と記載されていなかった １３ ８

政治資金監査対象書類が「当該収支報告書並びに当該収

支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等

を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書」と記載

されていなかった ７ ５

登録政治資金監査人の責任において政治資金監査の結果

を報告する書類が「収支報告書並びに当該収支報告書に

係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難か

った支出の明細書等及び振込明細書」と記載されていな

かった ６ ４

政治資金監査を主たる事務所以外で実施した場合にその

理由が明記されていなかった ４ ２

その他 ８ ７

（主なもの）

・国会議員関係政治団体の名称の記載誤り（複数の政治団体を同一の登録政治資

金監査人が監査している場合に多い事例）

・監査対象年の記載について 「前年」を記載する等の監査対象期間の記載誤り、

・監査対象年の記載について、平成２２年９月改定前のテキストの政治資金監査

報告書記載例により「平成×年１月１日から平成×年12月31日まで」と記載

・従前の記載例（平成２０年１０月時の政治資金監査マニュアル）による政治資

金監査報告書の提出

・監査の実施場所について未記載

●上記の「あった」を選択したもののうち、特に今回大きく変化したものなどについて

２団体から回答があった。

（主なもの）

・従前の記載例（平成２０年１０月時の政治資金監査マニュアル）による政治資金監

査報告書の提出
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Ｑ６．政治資金監査は、国会議員関係政治団体の主たる事務所で行われなかった場合、実

施場所を具体的に特定して、政治資金監査報告書の「１．監査の概要（４ 」に記載）

しなければなりません。

国会議員関係政治団体の主たる事務所で行われなかった政治資金監査のうち、住所

が併記されていないものはありましたか？

（単位：選管数）

●すべての政治資金監査が主たる事務所で行われていた ５

※主たる事務所で行われなかった政治資金監査があったとする団体について

（単位：選管数）

住所が併記されていない 全て併記 １～３割 ４～６割 ７～10割

割合 されていた 併記され 併記され 併記され 計

主たる事務所で行われ ていない ていない ていない

なかった割合

１ 割 １２ ５ ４ ６ ２７

２ 割 １ ４ １ ０ ６

３ 割 ２ ３ １ ２ ８

４ 割 ０ ０ ０ １ １

５ 割 以 上 ０ ０ ０ ０ ０

計 １５ １２ ６ ９ ４２

Ｑ７．記載例（２）で政治資金監査報告書の提出があった政治団体のうち 「２ 監査の、

結果」の（２）で、会計帳簿に記載不備があった事項（支出を受けた者の氏名及び住

所並びにその支出の目的、金額及び年月日等のうち該当する事項）を具体的に明記し

ていない事例はありましたか？

（単位：選管数） < >H㉓参考

●なかった ４６ ４３

●あった １ ３件 ０（ ）

Ｑ８．記載例（３）で政治資金監査報告書の提出があった政治団体のうち、領収書等の亡

失等があるにもかかわらず、領収書等亡失等一覧表を添付していない政治資金監査報

告書はありましたか？

（単位：選管数） < >H㉓参考

●なかった ４３ ４０

（ ） （ ）●あった ４ ６件 ３ ３件
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Ｑ９．記載例（３）で政治資金監査報告書の提出があった政治団体のうち （別記）に次、

の３例以外の事項が記載されていたものはありましたか？

・領収書等亡失等一覧表

・支出の状況を確認できる書類が存在しない人件費

・当該団体に対して発行されたとは推認されない名称が領収書等のあて名に記載さ

れていると判断されるもの

（単位：選管数） < >H㉓参考

●なかった ４７ ４３

●あった ０ １

Ｑ10．選挙管理委員会の立場として、登録政治資金監査人に対してアドバイスや改善を促

したい点等はありますか？

（単位：選管数） < >H㉓参考

●ない ３０ ２８

●ある １７ １９

（主な意見等）

・収支報告書の必要記載事項（支出の目的、金額、年月日、支出を受けた者の氏名

及び住所）と領収書等などとの突合の徹底（１３選管）

・収支報告書に支出が計上されていないにもかかわらず、支出があった旨の記載が

あるなど事実と相違する記載が散見されることへの対処

・政治資金監査報告書チェックリストの記載に従って作成するよう指導の徹底

・収支報告書の訂正があったことに伴う政治資金監査報告書の訂正の徹底

・収支報告書の提出前に、収支報告書の計算を検算し、政治資金監査報告書の政治

団体名、代表者名、適用条文を再度見直してからの提出の徹底（政治資金監査に

関する信頼性が損なわれることが無いよう要望）

・政治資金監査報告書を作成する際の政治資金監査の内容・結果に合わせた記載例

の活用の徹底
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（※回答時点の状況）３．収支報告書の提出後に生じた事情とその対応について

Ｑ11．収支報告書の支出の内容を訂正する際に、登録政治資金監査人の確認を受けたこと

を証する「訂正後の支出状況に係る政治資金監査報告書」又は「訂正に係る政治資金

監査報告書」を提出した政治団体はありましたか？

また、登録政治資金監査人の確認を受けることなく、収支報告書の支出の内容を訂

正した政治団体はありましたか？

（単位：選管数） < >H㉓参考

●収支報告書の支出の内容を訂正した政治団体は存在し

なかった ３２ ２９

（単位：選管数） < >H㉓参考

●登録政治資金監査人の確認を受けて収支報告書の支出

の内容を訂正した政治団体があった ３ ５

支出の金額が訂正された ２ ５

支出の項目が訂正された ０ ０

支出の年月日が訂正された １ １

支出自体が削除された １ ０

その他 １ １

・支出自体の追加

（単位：選管数） < >H㉓参考

●登録政治資金監査人の確認を受けないで収支報告書の

支出の内容を訂正した政治団体があった １２ １４

支出の金額が訂正された ７ ９

支出の項目が訂正された ７ ４

支出の年月日が訂正された ８ ８

支出自体が削除された ３ １

その他 ７ ７

（主なもの）

・支出を受けた者の名称及び住所の訂正

・様式その13の備考欄の訂正

・様式その14の追加作成

・様式その16の欄の記入漏れの訂正

・支出自体の追加

・寄付者の区分の訂正
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Ｑ12．領収書等が再発行された場合等、収支報告書自体には変更がないものの、支出の内

容を証する書面に変更が生じた場合に、登録政治資金監査人の確認を受けたことを証

する「訂正後の支出状況に係る政治資金監査報告書」を提出した政治団体はありまし

たか？

また、登録政治資金監査人の確認を受けずに変更した政治団体はありましたか？

（単位：選管数） < >H㉓参考

●収支報告書自体に変更はないものの、支出の内容を証

する書面に変更が生じた政治団体は存在しなかった ４２ ４４

（単位：選管数） < >H㉓参考

●登録政治資金監査人の確認を受けて支出の内容を証す

る書面を変更した政治団体があった ２ １

領収書等が再発行された ０ ０

領収書等を徴し難い事情がないことが明らかになり、

領収書等亡失等一覧表を作成した １ ０

その他 １ １

（単位：選管数） < >H㉓参考

●登録政治資金監査人の確認を受けないで支出の内容を

証する書面を変更した政治団体があった ３ ２

領収書等が再発行された ２ ２

領収書等を徴し難い事情がないことが明らかになり、

領収書等亡失等一覧表を作成した １ １

その他 ０ ０

Ｑ13．政治資金監査の対象となった事実に変更はないが、政治資金監査報告書の記載誤り

があったため 訂正後の政治資金監査報告書 を提出した政治団体はありましたか？、「 」

（単位：選管数） < >H㉓参考

●なかった ３８ ４３

●あった ９ ４

（記載誤りの具体的事例）

・政治資金監査対象年の訂正

・政治資金監査報告書作成年月日の訂正

・国会議員関係政治団体の名称の訂正

・監査対象資料の訂正（実際には領収書等を徴し難かった支出の明細書が不存在）

・解散団体に対する条文の訂正

・監査の結果（４）の記載漏れの訂正

・収支が無い場合の記載例（１）を用いた記載を訂正
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（※回答時点の状況）４．少額領収書等の写しの開示制度について

Ｑ14．制度が始まって以来、公序良俗違反と認められたため不開示決定をした案件は？

（単位：選管数） < >H㉓参考

●今のところない ４７ ４７

●あった ０ ０

Ｑ15．政治資金適正化委員会が具体的指針として示した事項以外で、公序良俗違反として

検討すべきと考えられる事例はありますか？

（単位：選管数） < >H㉓参考

●今のところない ４７ ４７

●あった ０ ０

Ｑ16．訴訟は？

（単位：選管数） < >H㉓参考

●今のところない ４７ ４７

●あった ０ ０
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５．その他

Ｑ17．政治資金適正化委員会に対する主な意見、要望等

（１）研修等のあり方に係るもの
（単位：選管数）

・登録政治資金監査人に対する研修の充実、徹底 ５

・Ｑ＆Ａの充実 ２

（２）登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言及びその枠組みに係るもの
（単位：選管数）

・監査報告書の記載例が変更になったのに、旧記載例で提出する登録政

治資金監査人に通知をしてほしい １

・研修修了時に成果テストを実施し登録政治資金監査人の質を保持する

ようにしてほしい。また、一定のレベルに達しない登録政治資金監査

人を指導・育成し、不備な監査報告書が提出されることがないように

してほしい １

・足し算や表間突合の誤りや、領収書等の写しの不備のある収支報告書

が多数ありそのチェックに膨大な時間がかかることに加えて、政治資

金監査報告書自体に収支報告書の内容の不一致や、対象年の誤りなど

があることから、都道府県選挙管理委員会の事務の増大に繋がってい

る。登録政治資金監査人の質の向上を図ったうえで、政治資金監査報

告書の内容には都道府県選挙管理委員会が関知しないような仕組みを

構築出来ないか １

・政治資金監査報告書チェックリストなど登録政治資金監査人が用いる

ものはあるものの、選挙管理委員会が実施する政治資金監査報告書の

、 、形式審査については どこまで厳格に確認し訂正依頼を行えばよいか

全国統一的な基準を示すべき １

（３）その他
（単位：選管数）

・選挙管理委員会への定期的なメールの発出等連絡を密にしてほしい １

・ホームページにある登録政治資金監査人の登録一覧は、研修済みの者

だけを掲載できないか（ホームページに掲載されている研修修了済み

ではない登録政治資金監査人に政治資金監査を依頼し、監査報告書が

作成された事例があったため） １

・少額領収書等の写しの開示請求については、開示するための印影等の

黒塗り作業が膨大であることから、期間の延長等についての特例を検

討されたい １

※ 回答方法は自由記載
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６．調査結果

１．収支報告書（支出部分）について（Ｑ１）

支出部分に関する不備については、全体的には減少傾向にあるものの（前回に比べれ

ば減ったとする選管は４ 、依然として、多くの選管から不備があった旨指摘されてい）

る（３８選管 。）

【総務大臣分も同様の事例あり】

２．収支報告書と併せて提出する書類について（Ｑ２）

依然として、領収書等の写しや徴難明細書等の添付漏れの類については多くの選管か

ら指摘されており（３９選管 、振込明細書に係る支出目的書の添付漏れについても依）

然として指摘されている（２３選管→２５選管 。）

また、領収書等の写しの編さんがずさんで各支出との対応関係が分かりにくいものが

あった旨の指摘も多い（２０選管 。）

【総務大臣分も同様の事例あり】

３．政治資金監査報告書の記載について

（１）あて名、監査人名等の記載（Ｑ４）

登録政治資金監査人の署名が自署でなかったり、かつ押印されていなかった不備や、

あて名が国会議員関係政治団体の正式名称でない名称で記載されていたり、代表者では

ない者の氏名を記載していたなど 依然として 基本的事項に係る不備の指摘は多い １、 、 （

６選管→１９選管 。）

【総務大臣分も同様の事例あり】

（２）監査の概要及び監査の結果の記載（Ｑ５、７、８、９）

依然として、政治資金監査報告書による報告事項の趣旨や、用語の使い方について周

知が徹底していなかったり、登録政治資金監査人の理解が必ずしも十分でなかったりす

ることにより、政治資金監査報告書の記載内容の齟齬があった旨指摘されている。

【総務大臣分も同様の事例あり】

また、少数ではあるが、領収書等亡失等一覧表が添付されていなかった事例（４選管

６件）も報告されている。

（３）主たる事務所以外で政治資金監査を実施した場合の記載（Ｑ６）

政治資金監査の実施場所が主たる事務所と異なる場合には、その理由を具体的に記載

し、実施場所を特定することとしているが、実施場所について住所が併記されていない

ものが依然として見受けられた（２６選管→２７選管 。）

【総務大臣分も同様の事例あり】
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Ⅵ.政治資金監査報告書の記載不備等の是正に関する今後の対応方針（総務

大臣分及び都道府県選挙管理委員会分（案 ））

１．フォローアップ研修の充実

○ 平成２５年６月に改定した政治資金監査マニュアルの内容をホームページ

への掲載やフォローアップ研修等の機会を通じ周知徹底

政治資金監査マニュアルに規定された記○ フォローアップ研修においては、

主たる事載例と異なる任意の様式で作成された政治資金監査報告書の例や、

務所以外で政治資金監査を行った場合に、政治資金監査マニュアルで例示して

いる理由以外の理由を記載していた例など、具体的な誤り事例等を重点的に紹

介しながら積極的に注意を喚起

２．フォローアップ研修への積極的な参加の促進など

○ より多くの登録政治資金監査人が参加できるよう、引き続き全国の各ブロ

ックで開催するとともに、今年度と同様に開催実績のない地区で開催

○ 日中に参加できない登録政治資金監査人のために夜間開催を継続するとと

もに、年度前半の研修に参加者が集中する状況を改善するため、今年度と同

様に年度当初に通年開催計画（日時や場所を明記したもの）を公表

○ 政治資金監査あるいは政治資金監査報告書の作成に関して判断が困難な事

案があった場合には、政治資金適正化委員会へ照会するよう周知徹底

３．関係士業団体との連携

○ 関係士業団体が主催する士業者向け研修会等の機会も活用するなど、関係

士業団体と連携

４．登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言及びその枠組みの構築

○ 政治資金監査マニュアルに規定された記載例から逸脱した政治資金監査報

告書が提出された場合等において、総務省及び都道府県選挙管理委員会の報

告を求めるための確認項目（仮称）等に基づき、総務省及び都道府県選挙管

理委員会から当委員会が報告を受けた場合には、当委員会は、登録政治資金

監査人に対し、必要に応じて直接指導・助言を実施する枠組みを構築

５ 「政治資金監査に関するＱ＆Ａ」の充実．

○ Ｑ＆Ａを追加・改定した場合は、ホームページへの掲載やフォローアップ

研修等の機会を通じ、速やかに周知徹底

６ 「政治資金監査報告書チェックリスト」の積極的活用の促進．

○ 既に多数の政治資金監査人に活用されている（活用した８３．５％、今後

． ） 、活用していきたい９７ ３％ ものの（ ）平成２４年度登録政治資金監査人アンケート

一部の登録政治資金監査人に活用されていないため、引き続き、ホームペー

ジへの掲載やフォローアップ研修等の機会を通じ、積極的活用を促進
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国会議員関係政治団体に関する収支報告書（平成２４年分）受付時の

確認に係る都道府県選挙管理委員会事務担当者アンケート調査結果

． 、 （ ）Ｑ１ 収支報告書受付の際 添付書類である政治資金監査報告書に対する確認 形式審査

について伺います。

（単位：選管数）

ア 収支報告書への政治資金監査報告書添付の有無の確認を除き、その

他の確認を全く行っていない。 ０

イ 収支報告書への政治資金監査報告書添付の有無の確認の他、何らか

の確認を行っている。 ４７

Ｑ２．政治資金監査報告書について、何らかの確認を行っている場合に、確認する際に参

照している項目があるか伺います。

（単位：選管数）

ア 確認する項目の一覧表の様なものなど、確認する項目として定めて

いるものがある。 ９

イ 確認する項目として定めているものはない。 ３４

ウ その他 ４

（主なもの）

・政治資金監査報告書記載例

・政治資金適正化委員会のホームページに掲載されている政治資金

監査チェックリスト

・政治資金監査マニュアル
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Ｑ３．政治資金監査報告書に対する確認内容について伺います （複数回答可）。

（単位：選管数）

ア 政治資金監査報告書の日付は、領収書等の日付や宣誓書の日付と整

合性がとれているか。 ４４

イ 政治資金監査報告書のあて名は、国会議員関係政治団体の正式名称

及び代表者の氏名が記載されているか。 ４５

ウ 登録政治資金監査人の登録の真正性 登録番号 研修修了年月日等 ６（ 、 ）。

エ 登録政治資金監査人本人の自署・押印があるか。 ４１

オ 解散団体については 「１ 監査の概要」及び「２ 監査の結果」、

の記載中、収支報告書の根拠規定を「法第１７条第１項」としている ２６

か。

カ 「１ 監査の概要 （１）及び（３）において、政治資金監査の対」

象とする書類を記載例どおり全て列記しているか。 １７

キ 「１ 監査の概要 （４）において、監査の実施場所が国会議員関」

係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにし、

政治資金監査の実施場所については、住所を併記することにより、具

体的に特定しているか。 ２０

ク 「２ 監査の結果 （１）及び（３）には、登録政治資金監査人が」

保存を確認し、収支報告書の基礎となった書類のみが記載されている １４

か。

ケ 政治資金適正化委員会が示している政治資金監査報告書チェックリ

ストを基にチェックしている。 １０

コ 政治資金監査に関する具体的な指針（政治資金監査マニュアル）に

示されている記載例（１）から（４）に従って作成されているかを一

言一句チェックしている。 ６

サ その他 ０
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Ｑ４．政治資金監査報告書に対する確認後の対応について伺います （複数回答可：収支。

報告書の訂正に基づく政治資金監査報告書の訂正も含む ）。

（単位：選管数）

ア 指摘事項は無く、そのまま受領した。 ２８

イ 指摘をしたものの、会計責任者を通じた登録政治資金監査人への訂

正依頼を行わず、そのまま受領した。 ３

ウ 指摘事項について、会計責任者を通じた登録政治資金監査人への訂

正依頼を行ったものの、登録政治資金監査人が応じなかったこと等に

より、訂正がなされないまま受領した。 ２

エ 指摘事項について、会計責任者を通じた登録政治資金監査人への訂

正依頼を行い、その訂正依頼に基づき登録政治資金監査人が訂正した

政治資金監査報告書を受領した。 ２３

登録政治資金監査報告書の訂正の期限内対応状況

期限内に行われた。 １７

期限内に行われ無かった。 ７

その他 ２

オ その他 ６

（主なもの）

・収支報告書受領後、再チェックの段階で訂正依頼を行った。

・当県における収支報告書の受付は、地方事務局で行っていること

から、県本庁事務局からの誤りの指摘は、提出期限後となる。

・当初提出自体が期限を超過した。

・ Ｑ３．ア、イ及びエ以外について ）政治資金監査報告書の内容（ 、

、 。に係る事項は 選管の形式審査の範囲外として確認は行っていない

・指摘事項について登録政治資金監査人に対して伝えるよう指導し

ている。
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